
中札内村スポーツ賞規程の一部を改正する訓令新旧対照表 

改        正        前 改        正        後 

（定義） （定義） 

第１条 スポーツ賞、スポーツ奨励賞、ジュニアスポーツ賞及びジュニア

スポーツ奨励賞のうち優秀選手となる選考基準の「権威あるスポーツ大

会」とは、原則として別記のスポーツ大会とする。 

 

第１条 スポーツ賞、スポーツ奨励賞、ジュニアスポーツ賞及びジュニア

スポーツ奨励賞のうち優秀選手となる選考基準の「各種の＿スポーツ大

会」とは、原則として別記のスポーツ大会とする。 

 

（名簿作成） （名簿作成） 

第５条 授賞候補者名簿の作成は、小学校、中学校及び高校の児童生徒に

ついては、当該学校長又は各スポーツ団体の推せんに基づき、一般につ

いては、各スポーツ団体の推せんに基づいて教育委員会が作成するもの

とする。 

 

第５条 授賞候補者名簿の作成は、小学校、中学校及び高校の児童生徒に

ついては、当該学校長又は各＿＿＿＿団体の推せんに基づき、一般につ

いては、各＿＿＿＿団体の推せんに基づいて教育委員会が作成するもの

とする。 

 

別記（第１条関係） 別記（第１条関係） 

権威あるスポーツ大会 各種の＿スポーツ大会 

１ 小学生の場合 １ 小学生の場合 

○公的機関の主催するスポーツ大会 ○公的機関の主催するスポーツ大会 

○スポーツ団体＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

＿＿＿＿＿＿＿＿   ＿＿が主催して行うスポーツ大会 

○（財）日本スポーツ協会に加盟する中央競技団体、都道府県体育 

協会、関係スポーツ団体及び準加盟団体、又は（財）北海道スポ 

ーツ協会に加盟する競技団体、地方団体及び学校体育団体（以下 

「スポーツ団体」という。）が主催して行うスポーツ大会 

○公的機関及びスポーツ団体主催によるスポーツ大会のないスポー 

ツについては、公的機関、スポーツ団体が共催若しくは後援して 

行うスポーツ大会で全道及び全国大会につながる大会とする。 

○公的機関及びスポーツ団体主催によるスポーツ大会のないスポー 

ツについては、公的機関、スポーツ団体が共催若しくは後援して 

行うスポーツ大会で全道及び全国大会につながる大会とする。 

○世界選手権、ワールドカップ、オリンピック等の世界規模の大会 ○世界選手権、ワールドカップ、オリンピック等の世界規模の大会 

                                  

               

○上記の基準を満たさない大会については、主催者、規模、大会経 

歴等により判断する。 



改        正        前 改        正        後 

２ 中学生の場合 ２ 中学生の場合 

○中体連主催のスポーツ大会 ○中体連主催のスポーツ大会 

○中体連共催によるスポーツ大会 ○中体連共催によるスポーツ大会 

○中体連主催及び共催によるスポーツ大会のないスポーツについて 

は、公的機関、スポーツ団体が主催及び共催若しくは後援して行 

うスポーツ大会で全道及び全国大会につながる大会とする。 

○中体連主催及び共催によるスポーツ大会のないスポーツについて 

は、公的機関、スポーツ団体が主催及び共催若しくは後援して行 

うスポーツ大会で全道及び全国大会につながる大会とする。 

○世界選手権、ワールドカップ、オリンピック等の世界規模の大会 ○世界選手権、ワールドカップ、オリンピック等の世界規模の大会 

                                  

               

○上記の基準を満たさない大会については、主催者、規模、大会経 

歴等により判断する。 

３ 高校生の場合 ３ 高校生の場合 

○高体連主催のスポーツ大会 ○高体連主催のスポーツ大会 

○高体連共催によるスポーツ大会 ○高体連共催によるスポーツ大会 

○高体連主催及び共催によるスポーツ大会のないスポーツについて

は、スポーツ団体が主催して行うスポーツ大会で全道及び全国大

会につながる大会とする。 

○高体連主催及び共催によるスポーツ大会のないスポーツについて

は、スポーツ団体が主催して行うスポーツ大会で全道及び全国大

会につながる大会とする。 

○国民体育大会 ○国民体育大会 

○世界選手権、ワールドカップ、オリンピック等の世界規模の大会 ○世界選手権、ワールドカップ、オリンピック等の世界規模の大会 

                                  

               

○上記の基準を満たさない大会については、主催者、規模、大会経 

歴等により判断する。 

４ 一般の場合 ４ 一般の場合 

○国民体育大会 ○国民体育大会 

○全日本実業団選手権大会 ○全日本実業団選手権大会 

○全日本学生選手権大会 ○全日本学生選手権大会 



改        正        前 改        正        後 

○十勝スポーツフェスタ大会               

○全国青年大会 ○全国青年大会 

○全日本教職員大会 ○全日本教職員大会 

○全日本公式選手権大会 ○全日本公式選手権大会 

○その他各スポーツ団体が主催するスポーツ大会で全道、全国大会

につながるスポーツ大会 

○その他各スポーツ団体が主催するスポーツ大会で全道、全国大会

につながるスポーツ大会 

○世界選手権、ワールドカップ、オリンピック等の世界規模の大会 ○世界選手権、ワールドカップ、オリンピック等の世界規模の大会 

                                  

               

○上記の基準を満たさない大会については、主催者、規模、大会経 

歴等により判断する。 

附 則（令和元年１１月２８日教委訓令第４号） 

この訓令は、令和元年１２月１日から施行する。 

 


